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証券コ ード 7682
年 月 日2022 10 12

株 主 各 位
名古屋市昭和区山手通三丁目 番地の１13

代表取締役社長 林 永 芳

第 期定時株主総会招集ご通知55
拝啓 平素は格別のご高配を賜り 、 厚く 御礼申し 上げます。
さ て 、 当社第 期定時株主総会を下記のと おり 開催いたし ま すので、 ご通知申し 上げます。55
株主の皆様におかれま し ては、 新型コ ロ ナウ イ ルス感染症拡大防止の観点から 、 本株主総会に

つき ま し ては極力書面等によ り 事前の議決権行使を いただき 、 株主総会当日のご来場を お控えい
ただき ま すこ と を ご検討賜り ま すよ う お願い申し 上げます。

なお、 当日ご出席さ れない場合は、 書面又はイ ン タ ーネッ ト に よ っ て議決権を 行使する こ と が
でき ま すので、 お手数ながら 後記の株主総会参考書類を ご 検討のう え 、 年 月 日（ 木2022 10 27
曜日） 午後６ 時ま でに議決権を 行使く ださ いま すよ う お願い申し 上げます。

敬 具
記

１ 日 時 年 月 日 金曜日 午前 時. 2022 10 28 ( ) 10
２ 場 所 名古屋市中区丸の内二丁目４ 番２ 号.

名古屋銀行協会 ５ 階大ホール
（ 末尾の「 株主総会会場ご案内略図」 を ご参照く だ さ い。）

３ 株主総会の目的事項.
報告事項 第 期（ 年８ 月１ 日から 年７ 月 日ま で） 事業報告及び計算書55 2021 2022 31

類報告の件
決議事項

第１ 号議案 定款一部変更の件
第２ 号議案 取締役（ 監査等委員である取締役を 除く 。） ６ 名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、 お手数ながら 同封の議決権行使書用紙を 会場受付にご提出く だ さ いま すよ う お願い申し 上

げま す。
◎ 株主総会参考書類、 事業報告及び 計算書類に 修正が生じ た 場合は、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上の 当社ウ ェ ブ サ イ ト
（ ） に掲載さ せていただ き ま す。ht tp:/ / www .hamayuu.co.j p

http://www.hamayuu.co.jp
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（ 添 付 書 類）

事 業 報 告

（ 2021
2022

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日ま で）

Ⅰ ． 株式会社の現況に関する事項
１ ． 事業の経過及び成果

当事業年度（ 年 月 日から 年 月 日ま で） に おける わが国経済は、 新型コ2021 8 1 2022 7 31
ロ ナウ イ ルス感染症の拡大によ り 、 繰り 返し 緊急事態宣言やま ん延防止等重点措置が発令さ

れた影響など で、 経済活動は停滞感が強く 、 個人消費も 低調に推移し ま し た。 ま た 、 原油、

天然ガス の価格高騰や円安によ る 物価上昇に加え、 サプ ラ イ チ ェ ーン の混乱、 地政学的リ ス
ク など 複合的な要因によ り 、 先行き は依然と し て不透明な状態が続く も のと 予想さ れます。

外食業界におき ま し ては、 政府及び地方自治体から の営業時間の短縮及び酒類の提供禁止

と いっ た制約を 受け、 解除後も 大人数での宴会の自粛傾向は続いており 、 来店客数は低迷し
たま ま と なり ま し た 。 ま た 、 コ ロ ナ禍における ラ イ フ ス タ イ ルの変化に伴い、 外食から 中食

や内食へのシフ ト も 進み、 今後も予断を許さ ない状況にあり ま す。
こ のよ う な状況の中、 当社におき ま し ては、 新型コ ロ ナウ イ ルス感染症対策と し て 、 従業

員の健康・ 衛生管理の徹底、 ア ルコ ール消毒液の店内設置など 、 引き 続き 感染予防対策を 実

施し 、 ご 来店いた だ く お客様に安心し て お食事を お楽し みいた だける よ う 努めており ま す。
営業面では、 顧客ニ ーズの変化に迅速に対応する べく 、 テ イ ク ア ウ ト やデリ バリ ーサービ ス
への取り 組みを 強化する など 、 収益の維持、 拡大に向けた様々な販売施策を 実施し てま いり

ま し た 。 ま た 、 年 月には新たに浜木綿公式ア プ リ 「 はま ゆう ア プ リ 」 を 導入し 、 サ2021 10
ポータ ー会員登録の獲得にも 努めており ま す。

店舗展開に つ き ま し て は、 当事業年度に お いて 新規出店は実施し て お り ま せん。 一方、
「 桃李蹊 茶屋ヶ 坂店」（ 名古屋市千種区） を 手頃な価格で本格的な味を 堪能でき る 新業態

「 中国食堂はま ゆう 茶屋ヶ 坂店」 に業態変更いた し ま し た 。 当社はこ れま で 『 ち ょ っ と 晴
れの日マ ーケ ッ ト 』 に狙いを 定め、 競合間での差別化を 推進し ており ま し たが、 今後は新た
に 『 日常の食事マ ーケ ッ ト 』 に も 取り 組み、 経済環境が変化し ても 安定し た売上を 確保でき

る よ う 努めてま いり ま す。

こ れに よ り 、 当事業年度末の店舗数は、「 浜木綿」 店舗、「 四季亭」 ３ 店舗、「 桃李蹊」32
５ 店舗、「 メ ン ヤム」 １ 店舗、「 中国食堂はま ゆう 」 １ 店舗の合計 店舗（ 全て直営店） と な42
っ ており ま す。
ま た 、 当事業年度も 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症拡大の影響を 大き く 受ける こ と と なり ま し

たが、 年３ 月にはま ん延防止等重点措置が解除さ れ、 客足は徐々に回復傾向にあり ま2022
す。 こ の結果、 売上高は、 前期に 比べて ３ 億 百万円増加し 、 ３ 期ぶ り に増収と なり ま し16
た。

利益面につき ま し ては、 引き 続き 売上が厳し い中、 売上原価など を 中心に徹底的なコ ス ト
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コ ン ト ロ ールに努め、 売上原価率及び売上高販売管理費率は前期に比べそ れぞれ改善し ま し
た。 結果と し て 、 営業利益は２ 期連続で赤字と なっ たも のの、 営業時間短縮に係る 感染拡大

防止協力金３ 億 百万円を 営業外収益に計上し 、 経常利益は前期に比べ大幅に増益と なり69
ま し た 。 ま た 、 特別損失と し て減損損失１ 億 百万円など 合計１ 億 百万円を 計上し てお31 32
り ま す。

以上の結果、 当事業年度の売上高は 億 百万円（ 前期比 ％増）、 営業損失は１ 億45 45 7.5 65
百万円（ 前期は営業損失１ 億 百万円）、 経常利益は２ 億 百万円（ 前期比 ％増）、77 26 169.7
当期純利益は 百万円（ 前期は当期純損失１ 億 百万円） と なり ま し た 。19 60

事業の部門別売上高は以下のと おり であり ま す。

事 業 部 門 等 の 名 称
前 事 業 年 度 当 事 業 年 度

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

外食事業

浜木綿部門 千円 ％ 千円 ％3,660,494 86.6 3 ,952,488 87.0
四季亭部門 266,380 6.3 309,742 6.8
桃李蹊部門 267,389 6.3 242,634 5.3
そ の他部門 34,355 0.8 40,564 0.9

合 計 4,228,619 100.0 4 ,545,428 100.0
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２ ． 会社が対処すべき課題
外食産業を 取り 巻く 環境は、 人口減少や少子高齢化が進み市場規模が縮小傾向にある

中、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症拡大によ る影響もいま だ収束の目途は立っ ており ま せん。
さ ら には、 円安によ る 物価上昇に加え、 食材価格やエ ネルギーコ ス ト の上昇が懸念さ

れ、 引き続き 厳し い状況が続いており ま す。
こ のよ う な経営環境の中で、 当社は、 新型コ ロ ナ ウ イ ルス 感染症拡大の防止に 努め、

お客様と 従業員の安全・ 安心の確保を 最優先と し た う え で、 継続的な成長の実現と 企業
価値向上のため、 以下の課題について重点的に取り 組んでま いり ま す。

（ ） 新型コ ロ ナウ イ ルス感染症対策1
ご来店いただ く お客様に安心し てお食事を お楽し みいただける よ う 、 引き続き 衛生管理

を 徹底し 、 従業員一同、 感染拡大防止に最善を 尽く し てま いり ま す。
ま た 、 ウ ィ ズコ ロ ナ、 ア フ タ ーコ ロ ナなど によ る消費者のラ イ フ ス タ イ ルの変化に向け

た新たな取り 組みを 行い、 既存店舗の営業強化と ビ ジネス モ デルの再構築を図っ てま いり
ま す。

（ ） 日常マ ーケ ッ ト 新業態の開発と 出店によ る 成長2
当社は創業当時、 日常マ ーケ ッ ト で創業し 、 そ の後「 浜木綿」 と いう 業態で「 ち ょ っ と

晴れの日マ ーケ ッ ト 」 と い う 特異な市場を 得意と し て成長し てき ま し たが、 近年の新型コ
ロ ナ ウ イ ルス 感染症拡大に よ り 、「 集い」 を テ ーマ と し た こ の業態は、 現在、 ま だ回復の
見通し が心配さ れま す。

そ こ で、 創業当時の日常マ ーケ ッ ト に目を 向け、 現在、 人気がある のに店舗が少なく な
っ て いる 「 町中華」 から 新たな発想によ り 進化さ せた 、「 新町中華」 を コ ン セプ ト と し た
新業態を 開発し 、 当面の成長のエ ン ジン と し て取り 組んでま いり ま す。

（ ） 既存業態店舗の商品・ サービ ス の強化3
既存業態における ア フ タ ーコ ロ ナ対策と し て、 宴会比率が減少し た分の新し い顧客を つ

く る た めに、「 平日の夜」 の用途を 広げ、 日常マ ーケ ッ ト の一部を メ ニ ュ ー改善に よ り 、
増客を 試みる と と も に 、「 小さ な宴会」 に特化し た宴会政策に よ り 、 新たな宴会需要を 掘
り 起こ し てま いり ま す。

（ ） 人材の採用と 育成4
当社が今後、 安定し て成長し ていく ためには、 優秀な人材の確保と 育成が必要不可欠と

考え て お り ま す。 当社の基本理念を 理解し 、 賛同し た 人材の採用・ 定着を 最重要課題と
し 、 国籍や性別を問わず、 新卒・ 中途・ パート ・ ア ルバイ ト の採用を 積極的に行う と と も
に 、 教育研修の強化を図り 、 優秀な人材の確保と 育成に取り 組んでま いり ま す。
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（ ） 衛生・ 品質管理の徹底、 強化5
外食産業において、 食中毒事故や偽装表示問題等によ り 食の安心・ 安全に対する社会的

な要請は高ま る 傾向にあり ま す。 当社におき ま し ても 、 お客様に安心・ 安全なお料理を 提
供する こ と は最大の責務であり 、 重要な課題である と 考えており ま す。 そ のため食材の情
報及び品質の管理並びに仕入から 提供ま での衛生管理の徹底、 強化に取り 組んでま いり ま
す。

（ ） 経営管理体制の強化6
企業規模を 拡大する には、 経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応でき る 組織作り が必要

です。 そ のため各部門における 経営リ ーダ ーの育成は、 必須の課題と 考えており ま す。 経
営陣の成長を 促す教育と 育成を 実践の中で図る と と も に 、 新し い人材の登用も 視野に入
れ、 体制を強化し てま いり ま す。

（ ） セン ト ラ ルキッ チン の稼働強化7
働き方改革が進む中、 事業の生産性向上は必須の課題と なっ ており ま す。 店舗内の生産

性を 上げ、 お料理のおいし さ を維持する ためには、 セン ト ラ ルキッ チ ン によ る 加工の技術
と 流通の技術が不可欠であ り ま す。 店舗のバッ ク ヤード と し て の強化に 取り 組むと と も
に 、 お土産や サイ ト に よ る 販売も 視野に入れ、 セン ト ラ ルキ ッ チ ン の技術と 稼働率をEC
充実さ せてま いり ま す。

株主の皆様におかれま し ては、 引き 続き 変わら ぬご支援と ご指導を 賜り ま すよ う お願い
申し 上げます。
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３ ． 設備投資及び資金調達の状況
（ ） 設備投資の状況1

当事業年度中に実施し ま し た設備投資の主なも のは、 工場用地等の取得であり 、 設備投
資総額は５ 億 百万円であり ま す。78

（ ） 資金調達の状況2
当社は、 設備投資に充当するため、 当期において金融機関よ り 長期借入金と し て総額６

億円の 資金調達を 実施い た し ま し た 。 ま た、 年４ 月 日に、 第 回無担保社債2022 25 19
（ 株式会社三十三銀行保証付及び適格機関投資家限定） １ 億円を 発行いたし ま し た 。

４ ． 財産及び損益の状況

区 分

第 期 第 期 第 期 第 期（ 当期）52 53 54 55
年８ 月１日から2018
年７月 日まで2019 31

年８ 月１日から2019
年７月 日まで2020 31

年８ 月１ 日から2020
年７月 日まで2021 31

年８月１ 日から2021
年７月 日まで2022 31

売 上 高（ 千円） 5,229,857 4,699,093 4,228,619 4,545,428

経 常 利 益（ 千円） 307,039 19,974 84,094 226,823
当 期 純 利 益 又 は

△当 期 純 損 失 （ ）
△ △（ 千円） 183,884 9,004 160,312 19,434

１ 株当た り 当期純利益又は
△１ 株当た り 当期純損失( ) △ △円 銭 円 銭 円 銭 円 銭265 73 9 13 149 53 18 10

総 資 産（ 千円） 3,368,324 4,912,098 4,227,655 4,475,877

純 資 産（ 千円） 971,314 1,678,412 1,480,833 1,491,552

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭1,403 63 1,565 48 1,381 20 1,387 45

５ ． 主要な事業内容
当社は、 中国料理店の経営を主要な事業と し ており ま す。
（ ） 浜木綿業態： 地域の生活者、 特にご家族の集いに重き を 置いた、 中国料理専門店1
（ ） 四季亭業態： 地域の生活者のハレ の日やイ ベン ト のため、 個室で楽し める 中国料理2

専門店
（ ） 桃李蹊業態： オープ ン カ ウ ン タ ー式のお客様に密着・ 対面型の小型中国料理専門店3
（ ） メ ン ヤム業態： 焼き そ ばと 飲茶を 中心と し た小型中国料理専門店4
（ ） 中国食堂はまゆう 業態： 本格的な料理を低価格で提供する新町中華専門店5
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６ ． 主要な事業所及び店舗並びに使用人の状況

（ ） 主要な事業所及び店舗1
① 本 社 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目 番地の１13
② 店 舗 直営店のみ 計 店舗42

浜木綿 四季亭 桃李蹊 そ の他 合 計

愛 知 県 ３ ５ ２19 29
（ う ち名古屋市） （ ８ ） （ １ ） （ ２ ） （ ２ ） （ ）13

岐 阜 県 ４ － － － ４

三 重 県 ４ － － － ４

静 岡 県 １ － － － １

滋 賀 県 １ － － － １

東 京 都 １ － － － １

神奈川県 １ － － － １

大 阪 府 １ － － － １

合 計 ３ ５ ２32 42

③ 工 場 植田工場 愛知県名古屋市天白区植田南二丁目 番地1701

（ ） 使用人の状況2

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名減 歳 年232 10 37.1 8.9

（ 注） 上記のほか、 パート タ イ マ ー ・ ア ルバイ ト の年間平均人員（ １ 日８ 時間換算によ る ） は、 名であり ま340
す。

７ ． 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 500,000 千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 457,339
株 式 会 社 愛 知 銀 行 219,481
株 式 会 社 百 五 銀 行 138,120
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 81,238
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 70,250
株 式 会 社 北 陸 銀 行 38,120
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Ⅱ ． 会社の株式に関する事項（ 年７ 月 日現在）2022 31
１ ． 発行可能株式総数 株2,768,000

２ ． 発行済株式の総数 株 自己株式 株を 含む。）1,075,260 ( 232

３ ． 株主数 名1,992

４ ． 大株主（ 上位 名）10

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有限会社AMcosmos 210,000 株 19.53 ％

カ ブ コ ム証券株式会社au 105,900 9.85

浜木綿従業員持株会 41,070 3.82

武藤 ま なみ 40,000 3.72

林 あづみ 40,000 3.72

サッ ポロ ビ ール株式会社 40,000 3.72

渡辺 栄治 27,400 2.54

株式会社昭和 24,000 2.23

株式会社マ ルト 水谷 24,000 2.23

林 禮子 21,600 2.00

（ 注） 持株比率は自己株式（ 株） を 控除し て計算し ており ま す。232

５ ． 当事業年度中に当社役員に対し て職務執行の対価と し て交付さ れた株式の状況

株 式 数 交付対象者数

取締役（ 監査等委員である 取締役及び社外
取締役を 除く ）

株 ７ 名3,060

監査等委員である取締役 － －

Ⅲ ． 会社の新株予約権等に関する 事項

該当事項はあり ま せん。
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Ⅳ． 会社役員に関する事項

１ ． 取締役及び監査等委員の状況（ 年７ 月 日現在）2022 31

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 林 永芳 有限会社Ａ Ｍ 代表取締役社長cosmos

取締役 嶋津 義隆 店舗運営部長

取締役 生田 彰則 店舗開発部長

取締役 山本 美穂 営業企画部長

取締役 三浦 祐明 業務部長

取締役 大島 敏幸 調理開発部長 兼 商品部管掌

取締役 桑添 久子 浜木綿山手通本店担当

取締役
（ 監査等委員・ 常勤）

細川 英一

取締役
（ 監査等委員）

大山 元靖

取締役
（ 監査等委員）

細田 和美 細田和美税理士事務所所長

取締役
（ 監査等委員）

野口 葉子
（ 戸籍上の氏名： 春馬 葉子）

弁護士法人 弁護士and LEGAL
ジャ パン マ テ リ ア ル株式会社 社外監査役
株式会社ナ ・ デ ッ ク ス 社外取締役
株式会社壱番屋 社外取締役（ 監査等委員）
学校法人市邨学園 理事

（ 注） １ ． 監査等委員大山元靖氏、 細田和美氏及び野口葉子氏は、 会社法第２ 条第 号に定める 社外取締役であ15
り ま す。

２ ． 監査すべき 書類の受領等と と も にいつでも 業務執行取締役等から の報告や各種調査等の継続的な対応

を 実効的に行う ために 、 細川英一氏を 常勤の監査等委員と し て選定し ており ま す。
３ ． 監査等委員細田和美氏は、 税理士の資格を 有し ており 、 財務及び会計に関する 相当程度の知見を 有す

る も のであり ま す。

４ ． 監査等委員野口葉子氏は、 弁護士の資格を 有し ており 、 企業法務に関する 相当程度の知見を 有する も

のであり ま す。
５ ． 当社は、 監査等委員大山元靖氏、 細田和美氏及び野口葉子氏を 東京証券取引所及び名古屋証券取引所

の定めに基づく 独立役員と し て指定し 、 各取引所に届け出ており ま す。
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２ ． 責任限定契約の内容の概要

当社と 各取締役（ 監査等委員） は、 会社法第 条第１ 項の規定に基づき 、 同法第427 423
条第１ 項の損害賠償責任を 限定する 契約を 締結し ており ま す。

当該契約に基づく 損害賠償責任の限度額は、 同法第 条第１ 項に定める 額と し ており425
ま す。

３ ． 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、 会社法第 条の３ 第１ 項に規定する役員等賠償責任保険契約を 保険会社と の430
間で締結し ており 、 １ 年毎に契約更新し ており ま す。

当該保険契約の被保険者の範囲は、 当社の取締役であり 、 被保険者が負担する こ と にな

る 職務の執行に関する責任、 又は当該責任の追及に係る 請求を 受ける こ と によ っ て生ずる

こ と のある 損害を 填補する こ と と し ており ま す。 ただ し 、 被保険者が私的な利益又は便宜

の供与を違法に得たこ と に起因する 損害賠償請求や被保険者の犯罪行為に起因する 損害賠

償請求は填補さ れないなど 、 一定の免責事由があり 、 役員等の職務の執行の適正性が損な

われないよ う に措置を 講じ ており ま す。 ま た、 保険料は、 特約部分も 含め当社が負担し て

おり ま す。

４ ． 取締役の報酬等

（ ） 役員報酬等の内容の決定に関する方針等1
当社は、 取締役会において 、 取締役の個人別の報酬等の内容に係る 決定方針を 決議し て

おり ま す。

当社の役員の報酬等の額につき ま し ては、 株主総会の決議によ り 定めら れた報酬総額の

範囲内で、 経営状況や財務状況、 他社の水準等を 総合的に判断し 、 取締役の職責・ 役位ご

と に設定し て お り 、 各取締役の在任期間、 経営への貢献度等を 勘案し 、 決定し て お り ま

す。

取締役会は、 当事業年度に係る 取締役の個人別の報酬等について 、 報酬等の内容の決定

方法及び決定さ れた報酬等の内容が取締役会で決議さ れた決定方針と 整合し ている こ と か

ら 、 当該決定方針に沿う も のである と 判断し ており ま す。

当社の取締役の報酬は、 固定報酬である 基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成さ れて

おり ま す。 基本報酬は、 職責及び役位に応じ た堅実な職務遂行を 促すための金銭報酬と し

ており ま す。 譲渡制限付株式報酬は、 職責及び役位毎に設定し た額を 、 譲渡制限付株式の

≒付与のための報酬と し て支給する こ と に よ り 、 長期の企業価値（ 株価） 連動型報酬の性

格を持たせたものであり ま す。

基本報酬、 譲渡制限付株式報酬の構成比率は、 当社の企業価値向上に向けたイ ン セン テ

ィ ブ と なる よ う 適切に設定し ており ま す。

監査等委員の報酬は、 基本報酬のみと し ており ま す。
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役員報酬の決定方法と いた し ま し て 、 各取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） の

報酬額は、 基本報酬につき ま し ては、 取締役会から 授権さ れた代表取締役が、 役職や業績

等を 勘案のう え決定し ており ま す。 譲渡制限付株式報酬につき ま し ては、 役職等に応じ た

報酬案を 代表取締役が策定し 、 取締役会で決定し ており ま す。 ま た 、 監査等委員である 取

締役の報酬額は、 監査等委員会での協議によ り 決定し ており ま す。

（ ） 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項2
取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） の金銭報酬の額は、 年６ 月 日開催2019 27

の臨時株主総会において年額 百万円以内と 決議いただいており ま す。 当該臨時株主総300
会終結時点の取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） の員数は９ 名（ う ち 、 社外取締

役０ 名） です。

監査等委員である 取締役の金銭報酬の額は、 年６ 月 日開催の臨時株主総会にお2019 27
いて年額 百万円以内と 決議いた だいて おり ま す。 当該臨時株主総会終結時点の監査等50
委員である取締役の員数は３ 名です。

なお、 年 月 日開催の第 期定時株主総会において 、 取締役（ 監査等委員で2021 10 27 54
ある 取締役及び社外取締役を 除く 。） を 対象に当社の企業価値の持続的な向上を 図る イ ン

セン テ ィ ブ を 与え る と と も に 、 株主の皆様と の一層の価値共有を 進める こ と を 目的と し

て 、 譲渡制限付株式報酬を 、 上記年額 百万円と は別枠にて、 年額 百万円以内と し300 30
て付与する こ と が決議さ れており ま す。 当該株主総会終結時点の取締役（ 監査等委員であ

る 取締役を除く 。） の員数は７ 名（ う ち 、 社外取締役０ 名） です。

（ ） 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する 事項3
当社においては、 取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長の林永芳が取締役（ 監査

等委員である 取締役を除く 。） の個人別の固定報酬の額を 決定し ており ま す。

そ の権限の内容は、 株主総会の決議及び取締役会の決議に よ る 委任の範囲で、 取締役

（ 監査等委員である 取締役を除く 。） の個人別の固定報酬の額を 決定し ま す。

こ れら の権限を委任し た理由は、 当社の経営状況や財務状況等を 総合的に判断し 、 各取

締役の経営への貢献度等の評価を 行う のは、 代表取締役が適し ている と 判断し たためであ

り ま す。

なお、 取締役会は、 当該権限が適切に行使さ れる よ う 、 代表取締役と 社外取締役が協議

する等の措置を講じ ており ま す。
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（ ） 取締役の報酬等の総額等4

区 分
報酬等の総額
（ 百万円）

報酬等の種類別の額（ 百万円） 対象と なる
役員の員数

（ 名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役 － ９ ９104 94
（ う ち 社外取締役） － － － － －( ) ( ) ( ) ( ) ( )

取締役（ 監査等委員） － － ４20 20
（ う ち 社外取締役） － － ３(14) (14) ( ) ( ) ( )

合計 － ９124 115 13
（ う ち 社外取締役） － － ３(14) (14) ( ) ( ) ( )

（ 注） 上記員数、 基本報酬及び報酬等の総額には、 年 月 日開催の第 期定時株主総会終結の時を も2021 10 27 54
っ て退任し た取締役２ 名を 含んでおり ま す。

５ ． 社外役員に関する事項

（ ） 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と 当該他の法人等と の関係1
① 取締役細田和美氏は、 細田和美税理士事務所所長を兼務し ており ま すが、 当社と 兼務

先と の間に特別の関係はあり ま せん。

② 取締役野口葉子氏は、 弁護士法人の弁護士、 ジャ パン マ テ リ ア ル株式会and LEGAL
社の社外監査役並びに株式会社ナ ・ デッ ク ス及び株式会社壱番屋の社外取締役、 学校

法人市邨学園の理事を 兼務し て おり ま す。 なお、 当社は 弁護士法人、 ジand LEGAL
ャ パン マ テ リ ア ル株式会社、 株式会社ナ ・ デッ ク ス 、 株式会社壱番屋及び学校法人市

邨学園と の間に特別の関係はあり ま せん。
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（ ） 当該事業年度における主な活動状況2

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役
（ 監査等委員）

大山 元靖

当事業年度に 開催さ れた 取締役会 回のう ち 回に 出席し 、 監査等13 13
委員会 回のう ち 回に出席し ており ま す。14 14
会社経営に関する 豊富な知識、 経験に基づいて 、 取締役会の意思決定

の妥当性及び適正性を 確保する ための助言、 提言を 行っ ており ま す。

取締役
（ 監査等委員）

細田 和美

当事業年度に 開催さ れた 取締役会 回のう ち 回に 出席し 、 監査等13 13
委員会 回のう ち 回に出席し ており ま す。14 14
税理士と し て培われた豊富な経験と 幅広い見識から 取締役会の意思決

定の妥当性及び適正性を 確保する た め の助言、 提言を 行っ て お り ま

す。

取締役
（ 監査等委員）

野口 葉子
（ 戸籍上の氏名：

春馬 葉子）

当事業年度に 開催さ れた 取締役会 回のう ち 回に 出席し 、 監査等13 13
委員会 回のう ち 回に出席し ており ま す。14 14
弁護士と し て の専門的見地に加え、 複数の企業での社外役員の経験を

有し ている 法律の専門家と し て 、 取締役会の意思決定の妥当性及び適

正性を 確保する ための助言、 提言を 行っ ており ま す。

（ 注） 上記開催回数のほか、 会社法第 条及び当社定款第 条の規定に基づき 、 取締役会があっ たも のと みな370 25
す書面決議が２ 回あり ま し た 。

Ⅴ ． 会計監査人の状況

１ ． 当社の会計監査人の名称

監査法人東海会計社

年 月 日開催の第 期定時株主総会において 、 新たに監査法人東海会計社が当2021 10 27 54
社の会計監査人に選任さ れた こ と に伴い、 当社の会計監査人であっ た有限責任 あずさ 監査

法人は退任いたし ま し た 。

２ ． 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る 会計監査人と し ての報酬等 千円(1) 15,000
当社が会計監査人に支払う べき金銭、 そ の他財産上の利益の合計 千円(2) 15,000

（ 注） １ ． 当社と 会計監査人と の間の監査契約において、 会社法に基づ く 監査と 金融商品取引法に 基づ
く 監査の監査報酬等の額を 明確に区分し て おら ず、 実質的にも 区分でき ま せんので、 当事業
年度に係る 会計監査人の報酬等の額にはこ れら の合計額を 記載し ており ま す。

２ ． 監査等委員会は、 日本監査役協会が公表する 「 会計監査人と の連携に関する 実務指針」 を 踏

ま え、 過年度の監査計画における 監査項目別、 階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並び
に会計監査人の職務執行状況を 確認し 、 当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を 検討し

た結果、 会計監査人の報酬等について会社法第 条第１ 項の同意を 行っ ており ま す。399
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３ ． 非監査業務の内容

該当事項はあり ま せん。

４ ． 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第 条第１ 項各号に該当する と 認めら れる 場合には監査等委員全員340
の同意に基づき 監査等委員会が解任いたし ま す。 そ の他、 会計監査人の会社法等関連法令違

反や独立性、 専門性、 職務の執行状況、 そ のほかの諸般の事情を 総合的に判断し て会計監査

を 適切に執行する こ と が困難である と 認めら れる場合は、 監査等委員会は、 解任又は不再任

に関する議案の内容を 決定し 、 取締役会に株主総会の目的と する こ と を 求めま す。

Ⅵ． 業務の適正を確保する ための体制に関する事項

１ ． 業務の適正を 確保するための体制等の整備についての決議の内容

会社法第 条第４ 項第６ 号に規定さ れる 「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適362
合する こ と を 確保する ための体制そ の他株式会社の業務の適正を 確保する ために必要な

も のと し て法務省令で定める 体制」（ 以下「 内部統制シス テ ム」 と いう 。） を 年９ 月2016
日開催の取締役会にて決議し ており ま す。 そ の内容の概要は、 以下のと おり であり ま12

す。

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を 確保するための体(1)
制

① 当社に 影響を 及ぼす重要事項に つ いて は、 取締役会に おいて 協議し 決定する 。 ま

た 、 各取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） は、 取締役会において定期的に

職務の執行状況を 報告する 。 なお、 取締役会は取締役会規程に基づき 原則と し て月

１ 回開催する 。

② 監査等委員である 取締役は、 取締役会及び必要に応じ て経営会議へ出席し 、 監査等

委員会は業務執行状況の調査等を 通じ て取締役の職務執行が法令及び定款に適合す

る こ と を検証し 、 監視機能の実効性向上に努める 。

③ コ ン プ ラ イ ア ン ス 体制の整備及び法令違反の未然防止を目的と し て 、 代表取締役社

長を 委員長と し た内部統制委員会を 設置し 、 委員会の定期的開催を 通じ て横断的に

必要な改善措置・ 啓蒙策を 講じ る 。 ま た 、 内部統制委員会は、 取締役会に適宜状況

報告を 行う 。

④ 当社は、 独立し た専門部署と し て内部監査室を 設置し 、 必要に応じ て監査等委員会

及び内部統制委員会と 連携し 、 業務の適法性及び妥当性等を監査する 。

⑤ 当社は、 内部通報制度に基づき 、 法令及び社会規範等の不正行為等の早期発見、 是

正を目的と し て、 社内に相談・ 申告でき る窓口を設置する 。
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取締役の職務の執行に係る 情報の保存及び管理に関する体制(2)
① 株主総会議事録、 取締役会議事録及び稟議書等経営及び業務執行にかかわる 重要な

情報について、 法令及び文書保存規程等関連規程に従い、 適切に記録し 、 定めら れ

た期間保存する 。

② 文書保存規程等の関連規程は、 必要に応じ て見直し を図る 。

損失の危険の管理に関する 規程そ の他の体制(3)
① 各部門の責任者は、 管轄業務に関する リ ス ク の把握に努め、 適切に リ ス ク 管理を 実

施する 。

② 企業の継続的発展を 脅かすあら ゆる リ ス ク を把握し 、 リ ス ク マ ネジメ ン ト 体制を 整

備する ため、「 リ ス ク 管理規程」 を 定め、 内部統制委員会を設置する 。

③ 経営上重要なリ ス ク は、 内部統制委員会において、 把握・ 分析・ 評価を 行い、 改善
策を策定する など 、 適切な危機管理を行う 体制を整える 。

④ 事業活動に 重大な影響を 及ぼすおそ れのある リ ス ク に つ いて は、 速やかに取締役

（ 監査等委員を含む。） に報告する と と も に、 取締役会及び経営会議で審議する 。

⑤ 大規模災害や不祥事の際は、 代表取締役社長を 総括責任者と し て 、 各取締役と 連携

し ながら 、 リ ス ク を 最小限に抑える 体制を整え、 必要に応じ て顧問弁護士等と 迅速

な対応を図る 。

⑥ 情報セキュ リ テ ィ 活動を 主導する ため、「 情報セキュ リ テ ィ 規程」 を 定め、 情報資
産の取扱い基準を 定める 。

取締役の職務の執行が効率的に行われる こ と を確保するための体制(4)
① 当社は、 業務分掌及び職務権限に関する規程等において、 各取締役（ 監査等委員で

ある 取締役を 除く 。） の業務執行の分担を 明確にし 、 適正かつ効率的に職務が行わ

れる体制を構築する 。

② 各取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） は、 管轄する 部門が実施すべき 具体
的な施策の決定及び効率的な業務執行体制の整備を 行う と と も に 、 取締役会におい

て目標に対する進捗状況を報告する 。

③ 取締役会における 意思決定にあた っ ては、 十分かつ適切な情報を 各取締役に提供す

る 。

④ 内部統制委員会は、 取締役会に対し 適宜状況報告を 行う 体制を 整える 。

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する 事項並びにそ の使用人(5)
の他の取締役（ 監査等委員である取締役を 除く 。） から の独立性に関する事項

① 監査等委員会がそ の職務を 補助すべき 使用人を 置く こ と を 求めた場合、 取締役会は

監査等委員会と 協議を行い、 必要に応じ て補助すべき使用人を 配置する 。
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② 監査等委員会の職務を 補助すべき 使用人は、 監査等委員会に係る 職務については、
監査等委員会の指揮命令下で職務を 遂行する 。

取締役（ 監査等委員である 取締役を除く 。） 及び使用人が監査等委員会に報告する(6)
ための体制そ の他監査等委員会への報告に関する体制

① 取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） 及び使用人は、 取締役会及び必要に応
じ て経営会議へ出席する監査等委員を 通じ て、 職務の執行状況や会社に著し い損害

を 及ぼすおそ れのある事項等について監査等委員会へ報告する 。

② 取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） 及び使用人は、 監査等委員会から 業務
執行に関する 報告を 求めら れたと き は、 迅速かつ的確に対応する 。

③ 監査等委員会に報告し た者が、 当該報告を 理由と し て不利な扱いがなさ れないこ と
を 確保するための体制を 整備する 。

監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する 事(7)
項

① 監査等委員は、 職務の執行に必要な費用について請求する こ と ができ 、 当社は当該

請求に基づき 支払いを 行う 。

そ の他監査等委員会の監査が実効的に行われる こ と を 確保するための体制(8)
① 監査等委員会又は常勤監査等委員は、 代表取締役社長と 定期的に会合を 開き 、 意思

の疎通及び意見交換を実施する 。

② 監査等委員会又は常勤監査等委員は、 会計監査人及び内部監査室と 意見交換や情報

交換を 行い、 連携を 保ち ながら 必要に応じ て調査及び報告を 求める こ と ができ る 体

制を構築する 。

③ 監査等委員会又は常勤監査等委員に対し ては、 必要に応じ 書類の閲覧を提供する 。

反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制(9)
① 反社会的勢力と の取引を含めた一切の関係を 遮断し 、 不当要求に対し ては断固と し

て拒絶する 旨の反社会的勢力に対する 基本方針を 定め、 取締役及び従業員全員に周

知徹底する 。

② 平素よ り 関係行政機関及び関係団体等から の情報収集に努め、 事案発生時には関係

行政機関及び弁護士等と 緊密に連絡を取り 、 組織全体と し て速やかに対処する 。
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２ ． 業務の適正を 確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を 確保する ための体制そ の他会社

の業務の適正を確保する ための体制の運用状況の概要は以下のと おり であり ま す。

取締役会を定例・ 臨時を 含め 回開催し ま し た。 取締役の職務執行の適法性を確保(1) 13
し 、 ま た取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために 、 当社と 利害関係を

有し ない社外取締役３ 名が開催さ れた取締役会に出席し 意見を 述べま し た 。

監査等委員会を 定例・ 臨時を含め 回開催し ま し た。 監査等委員は、 監査等委員会(2) 14
において定めた監査計画に基づき監査を行う と と も に 、 当社代表取締役社長、 他の

取締役、 内部監査室及び会計監査人と の間で意見交換会を 実施し 、 情報交換等の連

携を図っ てま いり ま し た 。

内部監査室は、 内部監査計画を 立案し 、 当社の各部門及び店舗について法令・ 定(3)
款・ 各種規程に基づいて 、 適法性、 適正性及び効率性を鑑み、 内部監査を 実施いた

し ま し た 。

Ⅶ． 剰余金の配当等の決定に関する 方針

当社は、 将来の積極的な事業展開と 経営環境の急激な変化に備えた経営体質並びに財務基盤

の強化に必要な内部留保を確保する と と も に 、 株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を

経営の重要施策と し て、 業績を 勘案し ながら 成果配分を 行う こ と を 基本方針と し ており ま す。

当事業年度につ き ま し て は、 上記の方針に基づき 、 普通株式の期末配当金を １ 株当た り 20
円と さ せていただき ま し た 。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（ 注） 本事業報告中の記載金額・ 株数は、 表示単位未満を 切り 捨てて表示し ており ま す。
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貸 借 対 照 表
（ 年７ 月 日現在）2022 31

（ 単位： 千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 流動負債1,615,615 1,078,225
現金及び預金 買掛金1 ,174,558 146,943
預け金 年内償還予定の社債12,175 1 100,000
売掛金 年内返済予定の長期借入金22,914 1 319,713
商品及び製品 リ ース 債務52,856 44,562
仕掛品 未払金138 234,538
原材料及び貯蔵品 未払費用50,072 69,081
前払費用 未払法人税等83,528 63,445
未収入金 未払消費税等212,993 22,580
そ の他 預り 金6,378 30,113

固定資産 2,860,261 前受収益 2,725
有形固定資産 2,201,597 契約負債 5,823

建物 賞与引当金995,107 31,493
構築物 株主優待引当金104,705 7,069
機械及び装置 そ の他6,995 135
車両運搬具 0 固定負債 1,906,099
工具、 器具及び備品 社債54,303 300,000
土地 長期借入金937,137 1 ,243,152
リ ース 資産 リ ース 債務85,903 85,365
建設仮勘定 長期未払金17,446 108,250

無形固定資産 25,551 資産除去債務 159,162
ソ フ ト ウ エ ア そ の他20,999 10,169
そ の他 負 債 合 計4,552 2 ,984 ,324

投資そ の他の資産 633,112 純 資 産 の 部

投資有価証券 32,872 株主資本 1 ,494 ,166
長期貸付金 資本金30,405 659 ,849
長期前払費用 資本剰余金62,226 582 ,199
差入保証金 資本準備金263,322 582,199
繰延税金資産 利益剰余金195,777 252 ,886
そ の他 利益準備金48,507 7,460

そ の他利益剰余金 245,426
別途積立金 30,000
繰越利益剰余金 215,426

△自己株式 769
評価・ 換算差額等 △ 2 ,614

△そ の他有価証券評価差額金 2,614
純 資 産 合 計 1 ,491 ,552

資 産 合 計 負債及び純資産合計4,475 ,877 4 ,475 ,877
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損 益 計 算 書

（ 2021
2022

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日ま で）

（ 単位： 千円）

科 目 金 額

売上高 4,545,428
売上原価 1,130,319

売上総利益 3,415,109
販売費及び一般管理費 3,580,602

△ △営業損失（ ） 165,493
営業外収益

受取利息 400
受取配当金 937
不動産賃貸料 33,267
協力金収入 369,832
そ の他 22,545 426,981

営業外費用

支払利息 5,156
不動産賃貸費用 24,064
そ の他 5,444 34,664
経常利益 226,823

特別利益

固定資産売却益 0 0
特別損失

固定資産除却損 147
固定資産売却損 48
減損損失 131,856 132,052
税引前当期純利益 94,771
法人税、 住民税及び事業税 70,127
法人税等調整額 5,210 75,337
当期純利益 19,434
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株主資本等変動計算書

（ 2021
2022

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日ま で ）

（ 単位： 千円）

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 654,931 577,281 577,281 7,460
事業年度中の変動額

新株の発行 4,918 4,918 4,918
剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（ 純額）

事業年度中の変動額合計 －4,918 4,918 4,918
当期末残高 659,849 582,199 582,199 7,460

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計そ の他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 △30,000 212,073 249,533 147 1,481,598
事業年度中の変動額

新株の発行 9,837
剰余金の配当 △ △ △16,082 16,082 16,082
当期純利益 19,434 19,434 19,434
自己株式の取得 △ △622 622
株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（ 純額）

事業年度中の変動額合計 △－ 3,352 3,352 622 12,567
当期末残高 △30,000 215,426 252,886 769 1,494,166

評価・ 換算差額等
純資産合計

そ の他有価証券評価差額金 評価・ 換算差額等合計

当期首残高 △ △765 765 1,480,833
事業年度中の変動額

新株の発行 9,837
剰余金の配当 △ 16,082
当期純利益 19,434
自己株式の取得 △ 622
株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（ 純額）
△ △ △1,848 1,848 1,848

事業年度中の変動額合計 △ △1,848 1,848 10,718
当期末残高 △ △2,614 2,614 1,491,552
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個別注記表

１ ． 重要な会計方針に係る 事項に関する注記

（ ） 資産の評価基準及び評価方法1
① 有価証券

そ の他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（ 評価差額は、 全部純資産直入法によ り 処理し 、 売却原価は、 移動平均法によ

り 算定し ており ま す。）

市場価格のない株式等

移動平均法によ る原価法

② 棚卸資産

商品及び製品、 仕掛品、 原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法によ る 原価法（ 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく 簿価切下げの

方法によ り 算定し ており ま す。）

（ ） 固定資産の減価償却の方法2
① 有形固定資産（ リ ース資産を除く ）

定率法を採用し ており ま す。

た だ し 、 年４ 月１ 日以降に取得し た建物（ 建物附属設備を 除く ） 並びに 年1998 2016
４ 月１ 日以降に取得し た 建物附属設備及び構築物に つ いて は、 定額法を 採用し て お り ま

す。 ま た 、 事業用定期借地権を設定し て賃借し た土地にある 建物等については、 残存価額

を 零と し て使用期限等を 耐用年数と し た定額法を採用し ていま す。

なお、 主な耐用年数は次のと おり であり ま す。

建物 ～ 年19 47
構築物 ～ 年10 20
器具及び備品 ５ ～６ 年

② 無形固定資産

定額法を採用し ており ま す。

なお、 自社利用のソ フ ト ウ エ ア については、 社内における 利用可能期間（ ５ 年） に基づ

く 定額法を採用し ており ま す。

③ リ ース資産

所有権移転外フ ァ イ ナン ス ・ リ ース取引に係る リ ース資産については、 リ ース期間を 耐

用年数と し 、 残存価額を 零と し て算定する 方法によ っ ており ま す。
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（ ） 重要な引当金の計上基準3
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備える ため、 一般債権については貸倒実績率によ り 、 貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を 検討し 、 回収不能見込額を 計上し ており ま す。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える ため、 支給見込額のう ち 、 当事業年度負担額を 計上し てお

り ま す。

③ 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用によ る 費用の発生に備える ため、 翌期以降に利用さ れる 株主優

待券に対する 見積額を計上し ており ま す。

（ ） 収益及び費用の計上基準4
当社は、 飲食物の加工調理提供を 主要業務と する 飲食店を 営業し ており 、 顧客に飲食物

を 提供し た時点で履行義務が充足さ れる こ と か ら 、 当該時点で収益を 認識し て お り ま す。

収益は顧客と の契約において約束さ れた対価から 、 値引など を 控除し た金額で測定し てお

り ま す。

収益と し て計上さ れた金額は、 顧客によ り 選択さ れた決済手段に従っ て 、 ク レ ジッ ト 会

社等が別途定める 支払い条件に よ り 履行義務充足後、 短期のう ち に支払いを 受けて お り 、

対価の金額に重要な金融要素は含ま れており ま せん。

（ ） 重要なヘッ ジ会計の方法5
① ヘッ ジ会計の方法

金利ス ワ ッ プ については、 金利ス ワ ッ プ の想定元本、 利息の受払条件及び契約期間が金利

変換の対象と なる負債と ほぼ同一である ため、 金利ス ワ ッ プ を 時価評価せず、 金銭の受払い

の純額等を 対象と なる 負債の利息の調整と し て処理し ていま す 金利ス ワ ッ プ の特例処理 。( )
② ヘッ ジ手段と ヘッ ジ対象

ヘッ ジ手段 金利ス ワ ッ プ……
ヘッ ジ対象 借入金……

③ ヘッ ジ方針

金利変動リ ス ク を 回避する ためにデリ バテ ィ ブ 取引を 利用する こ と を 基本方針と し ていま

す。

④ ヘッ ジの有効性評価の方法

全て特例処理によ っ ている ため、 有効性の評価を省略し ていま す。
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２ ． 会計方針の変更に関する注記

（ ） 収益認識に関する 会計基準等の適用1
「 収益認識に関する 会計基準」（ 企業会計基準第 号 年３ 月 日。 以下「 収益認29 2020 31

識会計基準」 と いう 。） 等を 当事業年度の期首から 適用し 、 約束し た財又はサービ ス の支配

が顧客に移転し た時点で、 当該財又はサービ ス と 交換に受け取る と 見込ま れる金額で収益を

認識する こ と と し ており ま す。 こ れによ り 、 自社商品券の未使用部分について、 使用見込分

の回収率に応じ て比例的に収益を 認識し ており ま す。

収益認識会計基準等の適用につ いては、 収益認識会計基準第 項ただ し 書き に定める 経84
過的な取扱いに従っ ており ま すが、 当事業年度の利益剰余金期首残高に与える影響はあり ま

せん。 ま た 、 当事業年度において 、 計算書類に与える損益への影響は軽微であり ま す。

収益認識会計基準等を 適用し たた め、 前事業年度の貸借対照表において 、「 流動負債」 に

表示し ていた 「 前受金」 は、 当事業年度よ り 「 契約負債」 と し て表示し ており ま す。

（ ） 時価の算定に関する会計基準等の適用2
「 時価の算定に関する 会計基準」（ 企業会計基準第 号 年７ 月４ 日。 以下「 時価算30 2019

定会計基準」 と い う 。） 等を 当事業年度の期首から 適用し 、 時価算定会計基準第 項及び19
「 金融商品に関する 会計基準」（ 企業会計基準第 号 年７ 月４ 日） 第 －２ 項に定め10 2019 44
る 経過的な取扱いに従っ て 、 時価算定会計基準等が定める 新たな会計方針を 、 将来にわた っ

て適用する こ と と し ており ま す。 なお、 計算書類に与える影響はあり ま せん。

３ ． 会計上の見積り に関する注記

当社は、 固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り につい

ては、 当事業年度の計算書類作成時において入手可能な情報に基づき 実施し ており ま す。 ま

た 、 新型コ ロ ナ ウ イ ルス 感染症拡大に よ る 影響につ いては、 年 月に開始さ れた新型2021 2
コ ロ ナウ イ ルス感染症のワ ク チン 接種が徐々に進んでおり 、 翌事業年度以降緩やかに収束の

方向へ進むも のと 想定し ており ま す。 し かし ながら 、 当社の基盤地区である 愛知県において

年８ 月にま ん延防止等重点措置及び緊急事態宣言が発出さ れる など 、 新型コ ロ ナウ イ2021
ルス感染症の収束の見込みは依然不透明な状況が続く も のと 想定さ れ、 当社の業績が以前の

水準に回復する には、 なお時間を要する ものと 考えており ま す。

こ のよ う な仮定の下、 固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等について、

会計上の見積り を行っ ており ま すが、 当該仮定は不確実性が高く 、 影響が長期化し た場合に

おいて 、 翌事業年度以降の当社の財政状態、 経営成績に重要な影響を 及ぼす可能性があり ま

す。
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（ ） 減損損失1
① 当事業年度の計算書類に計上し た金額

（ 単位： 千円）

項 目 金 額

店舗に係る 有形固定資産 1,060,169

店舗に係る 減損損失 117,666

② 識別し た項目に係る 重要な会計上の見積り の内容に関する 情報

当社は、 キャ ッ シュ ・ フ ロ ーを 生み出す最小単位と し て店舗を 基本単位と し て資産のグル

ーピ ン グ を 行っ て お り ま す。 収益性の低下等に よ り 減損の兆候がある と 認めら れる 場合に

は、 資産グループ から 得ら れる 割引前キャ ッ シュ ・ フ ロ ーの総額と 、 各資産グループ の固定

資産の帳簿価額の比較によ り 減損損失の認識の判定を実施し ており ま す。

将来キャ ッ シュ ・ フ ロ ーは、 各資産グループ の主要な固定資産の残存耐用年数における 売

上高予測や原価率予測等の複数の仮定に基づいて算定し ており ま すが、 こ れら の仮定は新型

コ ロ ナウ イ ルス によ る 影響や今後の外食業界の動向等によ り 大きな影響を 受ける ため、 将来

キャ ッ シュ ・ フ ロ ーの見込みが大き く 変動し た場合、 減損損失の追加計上によ り 当社の財政

状態、 経営成績に影響を及ぼす可能性があり ま す。

（ ） 繰延税金資産2
① 当事業年度の計算書類に計上し た金額

（ 単位： 千円）

項 目 金 額

繰延税金資産 195,777

② 識別し た項目に係る 重要な会計上の見積り の内容に関する 情報

当社は、 繰延税金資産の計上について、 将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込み

に基づき 、 回収可能性を検討し ており ま す。

繰延税金資産の回収可能性につ いては、 毎期見積り の見直し ・ 再検討を 行っ て お り ま す

が、 将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動によ り 、 繰延税金資産の取崩又

は追加の計上が発生し た場合、 当社の財政状態、 経営成績に影響を 及ぼす可能性があ り ま

す。



― 28 ―

４ ． 貸借対照表に関する注記

（ ） 担保資産及び担保付債務1
① 担保に供し ている資産

土地 千円219,363
建物 千円263,497
計 千円482,861

② 担保に係る債務

長期借入金 千円500,000

（ ） 有形固定資産の減価償却累計額 千円2 3,446,137

（ ） 投資そ の他の資産（ そ の他） に含ま れる3
賃貸用固定資産の減価償却累計額 千円35,740

（ ） 取締役に対する金銭債務 千円4 108,250
（ 注） 取締役に対する金銭債務は、 将来の退任時に支給する 退職慰労金に係る債務であり ま す。

５ ． 損益計算書に関する注記

（ ） 減損損失1
当事業年度において、 当社は以下の資産グループ について減損損失を計上し ま し た 。

場所 用途 種類 件数

三重県他 店舗設備
建物、 構築物、 工具器具及

び備品、 リ ース 資産
２

愛知県 工場設備 建物 １

① 減損損失の認識に至っ た経緯

営業活動から 生ずる 損益が継続し て マ イ ナス である 店舗のう ち 、 資産グ ループ の固定資産

簿価を回収でき ないと 判断し た資産グループ について減損損失を 認識し ており ま す。

ま た 、 除却資産等が生じ る こ と が確実な資産についても 減損損失を 認識し ており ま す。

② グ ルーピ ン グ の方法

資産のグ ルーピ ン グ はキャ ッ シュ ・ フ ロ ーを 生み出す最小単位と し て、 店舗を 基本単位と

し てグルーピ ン グ し ており ま す。
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③ 回収可能価額の算定方法

減損損失を 認識する に至っ た店舗等については、 帳簿価額を 回収可能価額ま で減額し てお

り ま す。 ま た 、 資産グループ 毎の回収可能価額は正味売却価額によ り 測定し ており 、 零と し

て評価し ており ま す。

④ 減損損失の金額

建 物 千円100,751
構 築 物 千円13,351
工具、 器具及び備品 千円3,042
リ ース資産 千円14,710
合 計 千円131,856

（ ） 雇用調整助成金2
新型コ ロ ナウ イ ルス感染症の影響に伴い、 店舗の営業時間短縮を 実施し たこ と に よ り 支

給し た 休業手当に つ い て 、 雇用調整助成金の 特例措置の 適用を 受け、 助成金の 支給額

千円のう ち 、 千円を 販売費及び一般管理費の給料手当及び当期製品製造原価5,729 4,578
の労務費から 控除し 、 超過額 千円を営業外収益のそ の他に計上し ており ま す。1,150

（ ） 協力金収入3
新型コ ロ ナウ イ ルス感染症の影響に伴う 地方自治体から の営業時間短縮に係る感染拡大防止

協力金であり 、 支給額 千円、 支給見込額 千円を288,772 81,060 営業外収益に計上し てお り

ま す。

６ ． 株主資本等変動計算書に関する 注記

（ ） 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数1
普通株式 株1,075,260

（ ） 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数2
普通株式 株232

（ ） 配当に関する事項3
① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

千円( )
１ 株当たり

配当額 円( )
基準日 効力発生日

年９ 月 日2021 10
取締役会

普通株式 年７ 月 日 年 月 日16,082 15.00 2021 31 2021 10 13
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② 基準日が当事業年度に属する 配当のう ち 、 配当の効力発生日が翌事業年度と なる もの

決議 株式の種類
配当金の総額

千円( )
配当の原資

１ 株当た り

配当額 円( ) 基準日 効力発生日

年９ 月８ 日2022
取締役会

普通株式 利益剰余金 年７ 月 日21,500 20.00 2022 31 年 月 日2022 10 13

７ ． 金融商品に関する注記

（ ） 金融商品の状況に関する事項1
① 金融商品の状況に関する 取組方針

当社は、 必要な資金を 主に銀行借入によ り 調達を 行い、 余資は安全性の高い金融資産で

運用し て お り ま す。 デ リ バテ ィ ブ 取引は、 後述する リ ス ク を 回避する た めに利用し て お

り 、 投機的な取引は行わない方針であり ま す。

② 金融商品の内容及びそ のリ ス ク

営業債権である売掛金、 未収入金及び預け金は、 取引先の信用リ ス ク に さ ら さ れており

ま すが、 回収ま での期間はおおむね短期であ り 、 貸倒実績率は低いも の と なっ て お り ま

す。 当該リ ス ク については、 取引先ご と に期日及び残高を 管理する と と も に 、 店舗運営部

が取引先の状況を モ ニ タ リ ン グ し 、 財務状況の悪化等を 把握し た と き は速やかに対応する

など リ ス ク 軽減に努めており ま す。

投資有価証券は、 株式及び投資信託であり 、 株式は業務上の関係を 有する取引先企業の

株式であり ま す。 こ れら は、 発行体等の信用リ ス ク 及び市場価格・ 為替・ 金利の変動リ ス

ク に さ ら さ れており ま す。 当該リ ス ク については、 定期的にこ れら の時価や発行体の財務

状況等を 把握し 、 リ ス ク 軽減に努めており ま す。

長期貸付金は土地所有者への建物建設に伴う 資金と し て、 差入保証金は主に出店に伴う

差入保証金であり 、 店舗建物所有者の信用リ ス ク に さ ら さ れており ま す。 当該リ ス ク につ

いては、 取引先ご と に期日及び残高を 管理する と と も に、 店舗運営部が取引先の状況を モ

ニ タ リ ン グ し 、 財務状況の悪化等を 把握し た と き は速やかに対応する など リ ス ク 軽減に努

めており ま す。

営業債務である買掛金、 未払金、 未払法人税等は、 １ 年以内の支払期日であり ま す。

社債、 借入金及びフ ァ イ ナン ス ・ リ ース取引に係る リ ース債務は、 主に設備投資に必要

な資金の調達を 目的と し たも のであり ま す。 借入金は原則と し て固定金利で調達し ており

ま すが、 変動金利の借入金については、 金利の変動リ ス ク に さ ら さ れており ま す。 変動金

利の借入金のう ち 長期のも のについては、 支払金利の変動リ ス ク を 回避し 支払利息の固定

化を 図るために 、 デリ バテ ィ ブ 取引（ 金利ス ワ ッ プ取引） を ヘッ ジ手段と し て利用し てお

り ま す。 なお、 ヘッ ジ会計に関する ヘッ ジ手段と ヘッ ジ対象、 ヘッ ジ方針、 ヘッ ジの有効

性評価の方法については、 前述の「 １ 重要な会計方針に係る 事項に関する 注記 重要. (5)
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なヘッ ジ会計の方法」 を 参照く ださ い。

デリ バテ ィ ブ 取引の執行・ 管理については、 取締役会での承認に基づき 、 業務部が取引

の実行及び管理を 行っ ており 、 ま た 、 デリ バテ ィ ブ の利用に当た っ ては、 カ ウ ン タ ーパー

テ ィ ーリ ス ク を軽減する ために 、 格付の高い金融機関と のみ取引を行っ ており ま す。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定には、 市場価格に基づく 価額のほか、 市場価格がない場合には合

理的に算定さ れた価額が含ま れており ま す。 当該価額の算定においては変動要因を 織り 込

んでいる ため、 異なる 前提条件等を 採用する こ と に よ り 、 当該価額が変動する こ と も あり

ま す。

（ ） 金融商品の時価等に関する 事項2
年７ 月 日における 貸借対照表計上額、 時価及びこ れら の差額については、 次のと2022 31

おり であり ま す。

（ 単位： 千円）

科目名 貸借対照表計上額 時価 差額

（ ） 投資有価証券 －1 32,872 32,872
（ ） 長期貸付金（ １ 年内回収予定含む）2 32,916 34,769 1,852

△（ ） 差入保証金3 263,322 248,634 14,688
△資産計 329,112 316,276 12,836

（ ） 社債（ １ 年内償還予定含む）1 400,000 400,816 816
△（ ） 長期借入金（ １ 年内返済予定含む）2 1,562,865 1,562,259 605

（ ） リ ース債務（ １ 年内返済予定含む） －3 129,927 129,927
（ ） 長期未払金 －4 108,250 108,250

負債計 2,201,042 2,201,252 210

（ 注）「 現金及び預金」、「 預け金」、「 売掛金」、「 未収入金」、「 買掛金」、「 未払金」 及び 「 未払法

人税等」 に ついては、 短期間で決済さ れる ため、 時価が帳簿価額に近似する も のである こ

と から 、 注記を省略し ており ま す。
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（ ） 金融商品の時価の適切な区分ご と の内訳等に関する 事項3
金融商品の時価を 、 時価の算定に用いたイ ン プ ッ ト の観察可能性及び重要性に応じ て、 以

下の３ つのレ ベルに分類し ており ま す。

レ ベル１ の時価： 観察可能な時価の算定に係る イ ン プ ッ ト のう ち 、 活発な市場において形

成さ れる 当該時価の算定の対象と なる 資産又は負債に関する 相場価格によ り 算

定し た時価

レベル２ の時価： 観察可能な時価の算定に係る イ ン プ ッ ト のう ち 、 レ ベル１ のイ ン プ ッ ト

以外の時価の算定に係る イ ン プ ッ ト を用いて算定し た時価
レ ベル３ の時価： 観察でき ない時価の算定に係る イ ン プ ッ ト を 使用し て算定し た時価

時価の算定に重要な影響を与える イ ン プ ッ ト を複数使用し ている 場合には、 そ れら のイ ン

プ ッ ト がそ れぞれ属する レ ベルのう ち 、 時価の算定における 優先順位が最も 低いレ ベルに時

価を 分類し ており ま す。

① 時価で貸借対照表に計上し ている金融商品

区分
時価（ 千円）

レ ベル１ レ ベル２ レ ベル３ 合計

投資有価証券

そ の他有価証券

株式 － －6,086 6,086
投資信託 － －26,786 26,786

資産計 － －32,872 32,872
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② 時価で貸借対照表に計上し ている金融商品以外の金融商品

区分
時価（ 千円）

レ ベル１ レ ベル２ レ ベル３ 合計

長期貸付金（ １ 年内回収予定含む） － －34,769 34,769

差入保証金 － －248,634 248,634
資産計 － －283,403 283,403

社債（ １ 年内償還予定含む） － －400,816 400,816

長期借入金（ １ 年内返済予定含む） － －1,562,259 1,562,259

リ ース債務（ １ 年内返済予定含む） － －129,927 129,927

長期未払金 － －108,250 108,250
負債計 － －2,201,252 2,201,252

（ 注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係る イ ン プ ッ ト の説明

投資有価証券

上場株式及び投資信託は相場価格を 用いて評価し ており ま す。 上場株式等は活発な市場で取引

さ れている ため、 そ の時価を レ ベル１ の時価に分類し ており ま す。

長期貸付金（ １ 年内回収予定含む）

事業に係る 建設協力金であり 、 時価はそ の将来キャ ッ シュ ・ フ ロ ーを リ ス ク フ リ ー ・ レ ート に

信用スプ レ ッ ド を 上乗せし た割引率で割り 引いた現在価値によ り 算定し ており 、 レ ベル２ の時価

に分類し ており ま す。

差入保証金

差入保証金の時価は、 一定の期間ご と に分類し 、 そ の将来キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ーを リ ス ク フ リ

ー ・ レ ート で割引いた現在価値によ り 算定し ており 、 レ ベル２ の時価に分類し ており ま す。

社債（ １ 年内償還予定含む）、 長期借入金（ １ 年内返済予定含む）

固定金利によ る も のは、 元利金の合計額を 同様の新規借入を 行っ た場合に想定さ れる 利率で割

り 引いた現在価値によ り 算出し ており ま す。 変動金利によ る も のは、 短期間で市場金利を 反映す

る ため、 時価は帳簿価額と 近似し ている こ と から 当該帳簿価額によ っ ており ま す。 ただ し 、 金利

ス ワ ッ プ の特例処理の対象と さ れている 変動金利によ る 長期借入金は、 当該金利スワ ッ プ と 一体

と し て処理さ れた元利金の合計額を 、 同様の新規借入を行っ た場合に想定さ れる 利率で割り 引い

た現在価値によ り 算出し ており 、 レ ベル２ の時価に分類し ており ま す。
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リ ース債務（ １ 年内返済予定含む）

リ ース債務の時価については、 支払利子込み法によ り 算出し ている こ と から 、 当該帳簿価額に

よ っ ており ま す。

長期未払金

個人の退任時期を見積り 、 当該退任時期に基づく リ ス ク フ リ ー ・ レ ート を 基に 、 割引現在価値
法によ り 算定し ており 、 レ ベル２ の時価に分類し ており ま す。

８ ． 税効果会計に関する注記

（ ） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1
繰延税金資産

減損損失 千円148,402
減価償却超過額 139,557
資産除去債務 48,703
長期未払金 33,124
借地権否認 18,770
賞与引当金 9,636
未払事業税 6,691
そ の他有価証券評価差額金 1,152
そ の他 9,435
繰延税金資産小計 415,475

△評価性引当額 193,748
繰延税金資産合計 221,727

繰延税金負債

建物（ 資産除去債務） 16,324
労働保険料概算計上 4,574
固定資産税 4,546
そ の他 504
繰延税金負債合計 25,949

繰延税金資産の純額 195,777
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９ ． 資産除去債務に関する 注記

資産除去債務のう ち貸借対照表に計上し ている も の

（ ） 当該資産除去債務の概要1
店舗等の不動産賃貸契約及び定期借地権契約に伴う 原状回復義務等であり ま す。

（ ） 当該資産除去債務の金額の算定方法2
使用見込期間を 当該契約の契約期間又は建物の耐用年数のいずれか短い期間（ 主に 年）20

と 見積り 、 割引率は当該使用見込期間に見合う 国債の流通利回り （ ％～ ％） を0.224 1.707
使用し て資産除去債務の金額を算定し ており ま す。

（ ） 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減3
（ 単位： 千円）

期首残高 149,224
時の経過によ る 調整額 1,138
見積り の変更によ る 増加額 8,800
期末残高 159,162

． 収益認識関係10
（ ） 顧客と の契約から 生じ る収益を分解し た情報1

当社の主たる 事業は飲食事業であり 、 収益及びキャ ッ シュ ・ フ ロ ーの性質、 計上時期等に

関する 重要な相違はないため、 顧客と の契約から 生じ る 収益を 分解し た情報の記載は省略し

ており ま す。

（ ） 顧客と の契約から 生じ る収益を理解する ための基礎と なる情報2
顧客と の契約から 生じ る 収益を 理解する ための基礎と なる 情報は、「 注記事項 １ 重要な.

会計方針に係る 事項に関する 注記（ ） 収益及び費用の計上基準」 に記載のと おり であり ま4
す。

（ ） 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解する ための情報3
契約負債の残高

当事業年度（ 千円）

契約負債（ 期首残高） 10,389
契約負債（ 期末残高） 5,823
（ 注） 契約負債は、 当社が発行し た商品券のう ち 、 期末時点において履行義務を 充足し ていない

残高であり 、 収益を認識し た時点で取り 崩さ れま す。
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． １ 株当たり 情報に関する注記11
（ ） １ 株当たり 純資産額 円 銭1 1,387 45

（ ） １ 株当たり 当期純利益 円 銭2 18 10

． 重要な後発事象に関する注記12
当社は、 年９ 月１ 日開催の取締役会において 、 以下のと お り 固定資産を 譲渡する こ2022

と に ついて決議し 、 年９ 月 日付で譲渡契約を締結いたし ま し た 。2022 15

（ ） 譲渡の理由1
当社は、 経営資源の有効活用及び財務体質の強化を 図る ため、 下記の資産を 譲渡する こ と

と いたし ま し た 。

（ ） 譲渡資産の内容2
資産の名称 譲渡価額 帳簿価額 譲渡益 現況

愛知県稲沢市平和町

土地 ㎡7,256.78
千円 千円 千円 遊休資産400,000 359,936 28,003

（ 注） １ ． 譲渡価額は、 第三者によ る不動産鑑定評価を上回る価額にて決定し ており ま す。

２ ． 譲渡益は、 譲渡価額から 帳簿価額、 譲渡に係る 費用等の見積額を 控除し た概算額で

あり ま す。

（ ） 相手先の概要3
相手先につき ま し ては、 相手先から の要請によ り 開示を控えさ せていただき ま す。

なお、 当社と 相手先と の間には、 記載すべき 資本関係及び人的関係はご ざ いま せんが、 当

該相手先のグループ 会社よ り 資材等の購入取引が存在し ま す。

（ ） 譲渡の時期4
① 取締役会決議日 年９ 月１ 日2022
② 契約締結日 年９ 月 日2022 15
③ 物件引渡日 年９ 月 日2022 20



― 37 ―

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
年９ 月 日2022 16

株式会社浜木綿
取締役会 御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 島 幸 一

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 国 光 大

監査意見

当監査法人は、 会社法第 条第２ 項第１ 号の規定に基づき 、 株式会社浜木綿の 年 月 日から 年 月 日までの436 2021 8 1 2022 7 31
第 期事業年度の計算書類、 すなわち 、 貸借対照表、 損益計算書、 株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ の附属明細55
書（ 以下「 計算書類等」 と いう 。） について監査を行っ た。

当監査法人は、 上記の計算書類等が、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる企業会計の基準に準拠し て、 当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を 、 全ての重要な点において適正に表示し ている ものと 認める 。

監査意見の根拠

当監査法人は、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる監査の基準に準拠し て監査を行っ た。 監査の基準における当監査

法人の責任は、「 計算書類等の監査における監査人の責任」 に記載さ れている 。 当監査法人は、 我が国における職業倫理に関す

る規定に従っ て、 会社から 独立し ており 、 ま た 、 監査人と し てのそ の他の倫理上の責任を果たし ている 。 当監査法人は、 意見表

明の基礎と なる十分かつ適切な監査証拠を入手し たと 判断し ている 。

そ の他の記載内容

そ の他の記載内容は、 事業報告及びそ の附属明細書である 。 経営者の責任は、 そ の他の記載内容を作成し 開示する こ と にあ

る 。 ま た、 監査等委員会の責任は、 そ の他の記載内容の報告プ ロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する こ

と にある 。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはそ の他の記載内容は含まれておら ず、 当監査法人はその他の記載内容に

対し て意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、 そ の他の記載内容を通読し 、 通読の過程において、 そ の他の記載内容と 計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識と の間に重要な相違があるかど う か検討するこ と 、 ま た、 そ のよ う な重要な相違

以外にその他の記載内容に重要な誤り の兆候があるかど う か注意を払う こ と にある 。

当監査法人は、 実施し た作業に基づき 、 そ の他の記載内容に重要な誤り がある と 判断し た場合には、 そ の事実を報告するこ と

が求めら れている 。 そ の他の記載内容に関し て、 当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる企業会計の基準に準拠し て計算書類等を作成し 適正に表示する

こ と にある 。 こ れには、 不正又は誤謬によ る重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と 判

断し た内部統制を整備及び運用する こ と が含まれる 。

計算書類等を作成するに当たり 、 経営者は、 継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する こ と が適切であるかど う かを評価

し 、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に

は当該事項を開示する責任がある 。

監査等委員会の責任は、 財務報告プ ロ セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する こ と にある 。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、 監査人が実施し た監査に基づいて、 全体と し ての計算書類等に不正又は誤謬によ る重要な虚偽表示がないか

ど う かについて合理的な保証を得て、 監査報告書において独立の立場から 計算書類等に対する意見を表明する こ と にある 。 虚偽

表示は、 不正又は誤謬によ り 発生する可能性があり 、 個別に又は集計する と 、 計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える と

合理的に見込まれる場合に、 重要性がある と 判断さ れる 。

監査人は、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる監査の基準に従っ て、 監査の過程を通じ て、 職業的専門家と し ての判

断を行い、 職業的懐疑心を保持し て以下を実施する。

・ 不正又は誤謬によ る 重要な虚偽表示リ ス ク を 識別し 、 評価する 。 ま た 、 重要な虚偽表示リ ス ク に対応し た監査手続を 立案

し 、 実施する 。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ る 。 さ ら に 、 意見表明の基礎と なる十分かつ適切な監査証拠を入

手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、 内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 監査人は、 リ ス ク 評価の実施

に際し て、 状況に応じ た適切な監査手続を立案するために、 監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用し た会計方針及びそ の適用方法の適切性、 並びに経営者によ っ て行われた会計上の見積り の合理性及び関連す

る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提と し て計算書類等を作成する こ と が適切であるかど う か、 ま た、 入手し た監査証拠に基づき 、 継続

企業の前提に重要な疑義を生じ さ せるよ う な事象又は状況に関し て重要な不確実性が認めら れるかど う か結論付ける 。 継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認めら れる場合は、 監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する こ と 、 又

は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、 計算書類等に対し て除外事項付意見を表明する こ と が

求めら れている 。 監査人の結論は、 監査報告書日までに入手し た監査証拠に基づいているが、 将来の事象や状況によ り 、 企業

は継続企業と し て存続できなく なる可能性がある 。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と 認めら れる企業会計の基準に準拠し ているかど う かと

と も に、 関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、 構成及び内容、 並びに計算書類等が基礎と なる取引や会計事象を適正

に表示し ているかど う かを評価する 。

監査人は、 監査等委員会に対し て、 計画し た監査の範囲と そ の実施時期、 監査の実施過程で識別し た内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、 及び監査の基準で求めら れている そ の他の事項について報告を行う 。

監査人は、 監査等委員会に対し て、 独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し たこ と 、 並びに監査人の

独立性に影響を与える と 合理的に考えら れる事項、 及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ ガード を講じ ている場合はそ

の内容について報告を行う 。

利害関係

会社と 当監査法人又は業務執行社員と の間には、 公認会計士法の規定によ り 記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、 年８ 月１ 日から 年７ 月 日までの第 期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたし ま2021 2022 31 55
し た 。

そ の方法及び結果につき以下のと おり 報告いたし ます。

１ ． 監査の方法及びそ の内容

監査等委員会は、 会社法第 条の 第１ 項第１ 号ロ 及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基399 13
づき整備さ れている体制（ 内部統制シス テム） について取締役及び使用人等から そ の構築及び運用の状況について定期的に報告

を受け、 必要に応じ て説明を求め、 意見を表明する と と も に、 下記の方法で監査を実施し ま し た。

（ ） 監査等委員会が定めた、 監査の方針、 職務の分担等に従い、 会社の内部統制部門と 連携のう え、 重要な会議に出席し 、 取1
締役及び使用人等から そ の職務の執行に関する報告を 受け、 必要に応じ て説明を 求め、 重要な決裁書類等を閲覧し 、 本社及

び主要な店舗等において業務及び財産の状況を調査し ま し た。

（ ） 会計監査人が独立の立場を保持し 、 かつ、 適正な監査を実施し ている かを監視及び検証する と と も に 、 会計監査人から そ2
の職務の執行状況について報告を 受け、 必要に応じ て説明を求めま し た。 ま た、 会計監査人から 「 職務の遂行が適正に行わ

れる こ と を 確保するための体制」（ 会社計算規則第 条各号に掲げる事項） を 「 監査に関する 品質管理基準」（ 年131 2005 10
月 日企業会計審議会） 等に従っ て整備し ている旨の通知を受け、 必要に応じ て説明を求めま し た。28

以上の方法に基づき 、 当事業年度に係る事業報告及びそ の附属明細書、 計算書類（ 貸借対照表、 損益計算書、 株主資本等変動

計算書及び個別注記表） 及びそ の附属明細書について検討いたし ま し た。

２ ． 監査の結果

（ ） 事業報告等の監査結果1
① 事業報告及びそ の附属明細書は、 法令及び定款に従い、 会社の状況を正し く 示し ているも のと 認めま す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若し く は定款に違反する重大な事実は認めら れま せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当である と 認めま す。 ま た、 当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、 指摘すべき事項は認めら れません。

（ ） 計算書類及びその附属明細書の監査結果2
会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当である と 認めま す。

年９ 月 日2022 20
株式会社浜木綿 監査等委員会

常勤監査等委員 細 川 英 一 印

監 査 等 委 員 大 山 元 靖 印

監 査 等 委 員 細 田 和 美 印

監 査 等 委 員 野 口 葉 子 印

（ 注） 監査等委員 大山元靖、 細田和美及び野口葉子は会社法第２ 条第 号及び第 条第６ 項に規定する 社外取締役であり ま15 331
す。

以 上



― 40 ―

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１ 号議案 定款一部変更の件

１ ． 提案の理由

「 会社法の一部を 改正する 法律」（ 令和元年法律第 号） 附則第１ 条ただし 書き に規定す70
る 改正規定が 年９ 月１ 日に施行さ れた こ と に伴い、 株主総会参考書類等の内容である2022
情報について電子提供措置を と る 旨及び書面交付請求を し た株主に交付する 書面に記載する

事項の範囲を限定する こ と ができ る旨を設ける も のであり ま す。

ま た 、 現行の株主総会参考書類等のイ ン タ ーネッ ト 開示と みなし 提供の規定は不要と なる

ため、 こ れを削除する と と も に 、 こ れら の変更に伴う 附則を 設ける ものであり ま す。

２ ． 変更の内容

変更の内容は、 次のと おり であり ま す。
（ 下線は変更部分を 示し ま す。）

現 行 定 款 変 更 案

第 条（ 株主総会参考書類等のイ ン タ ーネ ッ ト 開示14
と みなし 提供）

当会社は、 株主総会の招集に関し 、 株主総会参考書
類、 事業報告、 計算書類及び連結計算書類に記載又は
表示を すべき 事項に係る 情報を 、 法務省令に定める と
こ ろ に従いイ ン タ ーネッ ト を 利用する 方法で開示する
こ と に よ り 、 株主に対し て提供し た も のと みなすこ と
ができ る 。

（ 削除）

（ 新設） 第 条（ 電子提供措置等）14
当会社は、 株主総会の招集に関し 、 株主総会参考書

類等の内容である 情報について電子提供措置を と る も
のと する 。
２ 当会社は、 電子提供措置を と る 事項のう ち 法務省
令で定める も のの全部又は一部について、 議決権の基
準日ま でに書面交付請求し た株主に対し て交付する 書
面に記載し ないこ と ができ る 。

（ 新設） 附則
１ 定款第 条（ 電子提供措置等） の規定に かかわら. 14
ず、 年２ 月末日ま での日を 株主総会の日と する2023
株主総会に つ いて は、 変更前定款第 条（ 株主総会14
参考書類等のイ ン タ ーネッ ト 開示と みなし 提供） はな
お効力を 有する 。
２ 本附則は、 年３ 月１ 日又は前項の株主総会の. 2023
日から ３ ヶ 月を 経過し た日のいずれか遅い日後にこ れ
を 削除する 。



― 41 ―

第２ 号議案 取締役（ 監査等委員である取締役を 除く 。） ６ 名選任の件

取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。 以下本議案において同じ 。） 全員７ 名は、 本総会

の終結の時を も っ て任期満了と なり ま す。

つき ま し ては、 取締役６ 名の選任をお願いし たいと 存じ ま す。

なお、 本議案について 、 監査等委員会から 特段の意見はございま せんでし た 。

取締役候補者は次のと おり であり ま す。

候補者番号 候補者属性 氏 名 当社における現在の地位及び担当

１ 再 任
はやし ながよ し

林 永 芳 代表取締役社長

２ 再 任
し ま づ よ し た か

嶋 津 義 隆 取締役店舗運営部長

３ 再 任
い く た あ き の り

生 田 彰 則 取締役店舗開発部長

４ 再 任
やま も と み ほ

山 本 美 穂 取締役営業企画部長

５ 再 任
み う ら ひ ろ あ き

三 浦 祐 明 取締役業務部長

６ 再 任
おお し ま と し ゆき

大 島 敏 幸 取締役調理開発部長 兼 商品部管掌
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
の株式の数

１
林
はやし

永
なが

芳
よ し

（ 年３ 月 日生）1948 19

年 ４ 月 当社入社1971
年 ９ 月 取締役1975
年 ９ 月 専務取締役1977
年 月 有限会社ハマ ユウ フ ード シス テ ムズ（ 現 有限1978 10

会社 ） 代表取締役社長（ 現任）AMcosmos
年 ９ 月 代表取締役社長（ 現任）1987

株211,110

２
嶋
し ま

津
づ

義
よ し

隆
た か

（ 年３ 月 日生）1966 19

年 ４ 月 当社入社1988
年 ４ 月 執行役員浜木綿運営部長2010
年 月 取締役浜木綿運営部長2011 10
年 ４ 月 取締役店舗運営本部副本部長2012
年 月 取締役店舗運営本部長2015 10
年 ８ 月 取締役店舗運営部長（ 現任）2016

株2,610

３
生
いく

田
た

彰
あき

則
の り

（ 年 月 日生）1968 10 30

年４ 月 当社入社1987
年 月 営業部福厨（ ハッ ピ ーキ ッ チ ン ） 運営グ ルー2001 11

プ マ ネジャ ー

年８ 月 営業部名古屋営業グループ マ ネジャ ー2005
年４ 月 店舗運営本部浜木綿運営グループ マ ネジャ ー2012
年８ 月 店舗運営本部副部長2013
年 月 店舗開発部長2015 10
年 月 取締役店舗開発部長（ 現任）2016 10

株7,930

４
山
やま

本
も と

美
み

穂
ほ

（ 年８ 月 日生）1968 21

年 ９ 月 当社入社2001
年 ２ 月 開発部企画開発グループ マ ネジャ ー2005
年 ３ 月 開発部メ ニ ュ ー開発グループ マ ネジャ ー2008
年 ３ 月 企画部営業企画グループ マ ネジャ ー2011
年 月 営業企画部長2015 10
年 月 取締役営業企画部長（ 現任）2016 10

株1,730

５
三
み

浦
う ら

祐
ひろ

明
あき

（ 年９ 月８ 日生）1965

年 ４ 月 株式会社ア ト ム入社1986
年 ４ 月 同社経理部長1999
年 月 当社入社 業務部長2007 12
年 月 取締役業務部長（ 現任）2016 10

株1,330
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候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
の株式の数

６
大
おお

島
し ま

敏
と し

幸
ゆき

（ 年７ 月 日生）1958 11

年 ４ 月 株式会社名古屋国際ホテ ル（ 現 ワ シン ト ン ホ1977
テ ル株式会社） 入社

年 ６ 月 同社中国料理ス ーパーバイ ザー2007
年 ３ 月 当社入社 開発部調理・ 調理師開発グ ループ2008

マ ネジャ ー

年 ３ 月 企画部調理料理開発指導グループ マ ネジャ ー2011
年 月 料理開発指導部長2015 10
年 ８ 月 調理開発部長2016
年 月 取締役調理開発部長2016 10
年 月 取締役調理開発部長 兼 商品部管掌（ 現任）2021 10

株1,330

（ 注） １ ． 各取締役（ 監査等委員である 取締役を 除く 。） 候補者と 当社と の間に特別の利害関係はあり ま せん。
２ ． 林永芳氏の所有する 当社の株式には、 同氏の資産管理会社である 有限会社Ａ Ｍ が保有する 株cosmos

式数を 含めて記載し ており ま す。

３ ． 当社は、 会社法第 条の３ 第１ 項に規定する 役員等賠償責任保険契約を 保険会社と の間で締結し 、430
被保険者が負担する こ と に なる 職務の執行に関する責任、 又は当該責任の追及に係る 請求を 受ける こ
と に よ っ て生ずる こ と のある 損害を 当該保険契約によ り 填補する こ と と し て おり ま す。 各取締役候補

者は当該保険契約の被保険者に含めら れる こ と と なり ま す。 ま た 、 次回更新時には同内容での更新を

予定し ており ま す。

以 上
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〈 メ モ 欄〉
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〈 メ モ 欄〉





〔 株主総会会場ご案内略図〕

【 会 場】 名古屋銀行協会 ５ 階大ホール

住所： 名古屋市中区丸の内二丁目４ 番２ 号

電話： （ 代）052-231-7851
〔 会場付近略図〕

【 交通のご案内】

地下鉄 桜通線「 丸の内駅」 ４ 番出口よ り 徒歩約６ 分●
鶴舞線「 丸の内駅」 １ 番出口よ り 徒歩約６ 分

名城線「 市役所駅」 ４ 番出口よ り 徒歩約８ 分

市バス 名古屋バス タ ーミ ナルよ り 「 外堀通」 下車すぐ●
※ 駐車場の準備はいたし ており ま せんので、 ご了承のほど お願い申し 上げます。


